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1. 有期の障害認定に関する厚生労働省からの通知 

障害認定に係る事務の取扱いについて(別紙1) 2（5）（平成20年3月24日）より抜粋 

○有期認定の期限が到来する前に、対象者に対してあらかじめ障害認定の申請を行うよう教示す

るなど適切な措置をとる。 

 

高齢者医療制度に関する Ｑ＆Ａ（３）（平成21年9月分）より抜粋 

○障害者手帳により、その有効期限と合わせた有期の障害認定が行われている被保険者につい

て、障害認定の期限において、障害者手帳の更新手続中であるために障害の程度が不明である

場合、被保険者資格を一旦喪失させることとなるのか 

（答）お尋ねの場合には、医師の診断書等により障害状態が確認できない限り、被保険者資格を一

旦喪失させることとなるため、適切な期間を設けて、障害認定の期限が到来する旨の注意

喚起を行う等の措置をとられたい。 

 

２．有期の障害認定に関する対応 

○有期の障害認定が行われている被保険者については、有期認定の期限が到来する前に障害認定

の申請を受け付ける必要があります。市町村におかれましては、厚労省からの通知や以下を参

照の上、ご対応くださいますようお願いします。 

 

障害者手帳による有期の障害認定の継続について 

 

（１）対象者の確認方法及び障害認定申請の勧奨手順（障害者手帳の場合） 

① 障害認定有効終了年月日経過者一覧(毎月上旬に送付)にて対象者を確認 

※翌々月末日までの有期認定対象者を抽出しております（H27.10送付分より） 

※継続の意志確認は、障害認定期限のおおむね２ヶ月前までに実施してください。 

（障害者手帳の発行等は、申請から更新まで最大約２ヶ月程度かかるため） 

② 期限内に障害者手帳（更新済）を確認し新たな期限等を入力（別紙２）してください。 

③ 申請書類一式を広域に送付してください。 

 

（２）期限内の申請であるが有効期限が確認できない場合（障害者手帳の更新手続中の場合など） 

① 期限内に障害者手帳（更新済）を確認し新たな期限等を入力（別紙２）してください。 

② 申請書類一式を広域に送付してください。 

※期限内の障害者手帳の確認が困難な場合は、広域 管理課資格Gにご連絡ください 

 

（３）障害者手帳の前回の有期認定終了日と最新の有期認定開始日の間に空白期間がある場合 

（短期間の空白） 

広域 管理課資格Gにご連絡ください。 

（長期間の空白） 

医師の診断書等により障害状態が認定基準に該当しているかを確認する必要がある場合

があります。広域 管理課資格Gにご連絡ください。 

 

（４）有期認定の更新期限を超えてから申請があった場合 

広域 管理課資格Gにご連絡ください。 

 

 

http://www.tokyo-ikiiki.net/keikaku/data/009_200331.pdf
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３．「年金証書」(別紙3)による障害認定の確認 

（１）概要 

・年金証書による障害認定の場合は、「最新の障害等級」、「有期認定の期限」の確認のため日

本年金機構（各地域の年金事務所）に照会してください。 

・年金証書による障害認定の受付の際に、以下をご説明くださいますようお願いいたします。 

「年金機構への照会が発生するため、同意書への記入が必要となります」 

「被保険証が発行できるかどうかは、照会結果が市町村に届いてからの判断となります」 

 

（２）年金証書にて障害認定を行う手順 

① （市町村）    申請受付（番号確認、身元（実在）確認）、説明 

 

② （本人ＯＲ代理人）同意書(別紙4)に記入 

（市町村）    照会申出書(別紙4)を作成 

※照会申出書、同意書は市町村で改変しご利用ください。 

 

照会申出書、同意書のデータ保管場所： 

【資格業務】様式及びマニュアル＞様式＞障害申請（照会申出書・同意書） 

 

③ （市町村）    管轄の年金事務所に必要な情報を照会 

（照会申出書（原本）と同意書（原本）を郵送ＯＲ直接持参） 

※郵送する場合：返信用封筒（切手付）を同封の上、 

各年金事務所所長宛に送付ください。 

 

④ （年金事務所）  書面にて回答 

 

⑤ （市町村）    年金事務所の回答より「障害の等級」「次回診断書提出年月」を確認 

障害認定要件を充たすか判定 

 

⑥ （市町村）    障害認定要件を満たす場合は、システム入力や証発行 

 

⑦ （市町村）    広域へ申請書を送付する際は、以下を添付してください。 

・証書（コピー） 

・照会申出書（コピー） 

・同意書（コピー） 

・年金事務所からの回答（原本） 

 

４.障害認定の実施手順(全般的なこと) 

・業務マニュアル資格編 

 1（5）障害認定について(P8） 

  3（5）ケース１９障害認定の撤回(P37） 

  3（5）ケース２０障害状態不該当(P38) 

 

５.障害認定のシステム入力手順(全般的なこと) 

・資格管理ガイド市区町村編 

6.5～6.9 （P91～P103） 

 

以上です 
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事 務 連 絡 

平成  年  月  日 

 

○○市○○課 

○○課長 ○○ ○○ 

（公印省略） 

 

日本年金機構○○年金事務所長 殿 

照会申出書 

 

高齢者の医療の確保に関する法律第 50 条第 2 号の規定による沖縄県後期高齢者医療広域連合の

認定(障害認定)事務を行うにあたり、令別表に掲げる障害の状態にあることを確認するため、次の

年金受給者の「障害の等級」及び「次回診断書提出年月」について、文書による回答を受けたいの

で照会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村名 ○○市 

部署 ○○部○○課 

担当者 ○○○○ 

住所 ○○○○ 

電話番号 ○○○－○○○○－○○○○ 

 

基礎年金番号  

住所  

氏名  

生年月日  

別紙４ 



同 意 書  
  

 

 

沖縄県後期高齢者医療広域連合 殿 

○○○市町村殿 

 

 

高齢者の医療の確保に関する法律第 50条第 2号の規定による沖縄県後期高齢者医療広域連合の

認定(障害認定)を受けるにあたり必要があるときは、令別表に掲げる障害の状態にあることを確認

するため、日本年金機構（年金事務所）に「障害の等級」、「次回診断書提出年月」を照会すること

に同意します。   

 

 

 

記入日 平成     年     月     日 

基礎年金番号  

住所  

氏名 
㊞（自署の場合は押印不要） 

生年月日 明治・大正・昭和   年   月   日 

 


